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アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市条例第２号 

アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

 （和歌山市職員給与条例の一部改正） 

第１条 和歌山市職員給与条例（昭和２６年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２６条の３第３項中「市庁舎」を「市役所」に改める。 

（和歌山市印鑑条例の一部改正） 

第２条 和歌山市印鑑条例（昭和４７年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項中「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物を含む。）をもって調製」を「電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）をもって作成」に改める。 

第１４条中「（印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気デ

ィスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。）」を削る。 

（和歌山市行政手続条例の一部改正） 

第３条 和歌山市行政手続条例（平成７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５号、第１２条並びに第１３条第１項及び第２項中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

第１４条第１項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第３項中「名あて人」を「名宛人」に、

「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を

記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」

に改め、後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３号及び

第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者

に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を市長が規則で定める方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を市役所

の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示し

たものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達した

ものとみなす。 

 第１５条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第１８条第２項第４号中「第３号」を「前３号」に改める。 

 第２１条第３項中「第１４条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を加え、「名あ

て人」を「名宛人」に改め、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経

過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

 第２７条中「名あて人」を「名宛人」に改める。 

 第２８条中「第１４条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第３号」を「同条

第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２７条第３号」に、「同条第３項後段」を「
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同条第４項後段」に、「第１４条第３項後段」を「第１４条第４項後段」に改める。 

（和歌山市手数料条例の一部改正） 

第４条 和歌山市手数料条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第３９条第１項第１号中オを削り、カをオとし、キをカとする。 

（和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の一部改正） 

第５条 和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例（令和３年条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

第７条中「次」を「次の各号」に、「第３条から前条までの」を「当該各号に定める」に改め、

同条第１号中「定めるもの」を「定めるもの 第３条から前条までの規定」に改め、同条第２号中

「手続等のうち当該手続等」を「申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等」に改め、

「その他の情報通信技術を利用する方法」を削り、「、第４条第１項、第５条第１項又は前条第１

項」を「又は第４条第１項」に、「除く。）」を「除く。） 第３条及び第４条の規定」に改め、

同条に次の１号を加える。 

（３）縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信

技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５条第１項又は前条第１項の規

定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 前２条の規定 

 附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３条中和歌山市行政手続条例第１４条第

３項の改正規定（「名あて人」を「名宛人」に改める部分を除く。）、同条に次の１項を加える改正

規定、同条例第１５条第１項の改正規定、同条例第２１条第３項の改正規定（「名あて人」を「名宛

人」に改める部分を除く。）及び同条例第２８条の改正規定は、令和８年５月２１日から施行する。

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３号 

   和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 和歌山市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第７条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第７条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。  

（１）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３

年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）  

（２）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（国民健康保険法施

行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）  

（３）世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第

３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額

（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。）  

（４）世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額（国民健康保

険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下

同じ。） 

第７条の３第１号イ中「及び」の次に「高齢者医療確保法の規定による」を加え、「並びに」を「、

」に改め、「「介護納付金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ及び

同条第２号イ中「並びに」を「、」に改め、「介護納付金」の次に「並びに子ども・子育て支援納付

金」を加える。 

第１１条第１項第３号ア中「イ及び第１１条の６の５において」及び「ウ及び第１１条の６の５に

おいて」を「以下」に改める。 

第１１条の６中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改める。 

第１１条の６の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１１条の６の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特定継続世帯」に

改める。 

第１１条の７第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１１条の１１の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１１条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１５条、第１５条の２

の２、第１５条の２の３及び第１５条の２の４の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減

額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「子ども・

子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定した額とする。 
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（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（和歌山県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。）の額  

イ 第１５条の２の４に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割

額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限

る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３

第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１１条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保

険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した

世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９

条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以

上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定等）  

第１１条の１４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 第１０条の規定は、前条の子ども・子育て支援納付金賦課額の算定において端数が生じた場合に

ついて準用する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率）  

第１１条の１５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

（１）所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１１条の１２第１号イに掲げる額の見込

額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額（以下「子

ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」という。）の１００分の５０に相当

する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項

第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第３２条の１０の２に規定

する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２）被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の１００分の３

５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における被保険者の数等を

勘案して算定した数で除して得た額 

（３）１８歳以上被保険者均等割 第１１条の１２第１号イに掲げる額の見込額から同条第１号イに

係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年度及びその直前の２か年度

の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（４）世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるとこ
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ろにより算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定

に係る額の１００分の１５に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度

における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２分の１を乗

じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た

額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満の端数又は１０円未満

の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１１条の１６ 第１１条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３０，０００円を超えるこ

とができない。 

第１４条第１項中「若しくは第１１条の６の３」を「、第１１条の６の３若しくは第１１条の１３

」に、「、第１５条の２の２第１項（同条第３項」を「若しくは同条第６項各号に定める額、第１５

条の２の２第１項（同条第３項又は第４項」に改め、「第１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保

険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第１５条の２の２第４項第１号（同条第６項

」を「同条第５項（同条第７項又は第８項」に、「又は第４項」を「から第５項まで」に、「若しく

は同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）」を「、同条第６項各号（同条第８項から第１０項までの規定により読み替えて準用する

場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは第１５条の２の４第１項」に改め、同条第２

項中「若しくは第１１条の６の３の額、第１１条の８の額」を「、第１１条の６の３、第１１条の８

若しくは第１１条の１３の額」に改め、「次条第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第６項

各号に定める額」を加え、「第１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の

５を乗じて得た」を削り、「第１５条の２の２第４項第１号」を「同条第５項」に、「若しくは同条

第５項各号」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第１５条の２の４第１項」に改める。 

第１５条第１項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、同項第１号中「、当該納

付義務が発生した日」を「その発生した日とする」に改め、「次号及び第３号」の次に「並びに第６

項」を加え、「（同法附則第３３条の２第５項」を「（地方税法附則第３３条の２第５項」に改め、

同項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同項第３号中「５６０，０００

円」を「５７０，０００円」に改め、同条第４項及び第５項中「６６０，０００円」を「６７０，０

００円」に改め、同条に次の２項を加える。 

６ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金

賦課額は、第１１条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が３０，０００円を超える場合には、３０，０００円）

とする。 

（１）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与
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所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額  

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を

乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額  

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗

じて得た額  

（２）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該年度の保

険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額  

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を

乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額  

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗

じて得た額 

（３）第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所

得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該年度の保

険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当す

る者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支

援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる

額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した

額  
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ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を

乗じて得た額  

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割の保険料率に１

０分の２を乗じて得た額  

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗

じて得た額 

７ 第１１条の１５第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規定する額の決定について

準用する。この場合において、第１１条の１５第２項及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」と読み替えるものとする。 

 第１５条の２中「第９条から第１１条の１１まで及び前条」を「第９条第１項、第１１条の６の４、

第１１条の９及び第１１条の１４並びに前条第１項（同条第４項又は第５項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。）及び同条第６項」に改める。 

第１５条の２の２第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６項中「第４項」を「第５項」

に改め、「「後期高齢者支援金等賦課額」と」の次に「、「第１５条第１項各号」とあるのは「第１

５条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第７項とし、同条

中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場

合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１

１条」とあるのは「第１１条の１５」と、第２項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の１

５第３項」と読み替えるものとする。 

第１５条の２の２に次の１項を加える。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場

合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１

５条第１項各号」とあるのは「第１５条第６項各号」と、「第１１条」とあるのは「第１１条の１

５」と、第６項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の１５第３項」と読み替えるものとす

る。 

第１５条の２の３第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８号」に、「

６６０，０００円」を「６７０，０００円」に、「（第５項」を「（第６項」に改め、同項第１号中

「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第３項及び第４項中「６６０，００

０円」を「６７０，０００円」に改め、同条第８項中「第５項」を「第６項」に、「第６項」を「第

７項」に、「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、「「１７０, 

０００円」と」の次に「、「第１５条第１項各号」とあるのは「第１５条第５項の規定により読み替

えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第９項とし、同条第７項中「第５項」を「第６項

」に、「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、「「２６０，０００円」と」の次に「、

「第１５条第１項各号」とあるのは「第１５条第４項の規定により読み替えられた同条第１項各号」

と」を加え、同項を同条第８項とし、同条中第６項を第７項とし、同条第５項中「６６０，０００円

」を「６７０，０００円」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場

合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保
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険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第８条」とある

のは「第１１条の１３」と、「６７０，０００円」とあるのは「３０，０００円」と、第２項中「

第１１条」とあるのは「第１１条の１５」と読み替えるものとする。 

 第１５条の２の３に次の１項を加える。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この

場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被

保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第８条」とあ

るのは「第１１条の１３」と、「６７０，０００円」とあるのは「３０，０００円」と、「第１５

条第１項各号」とあるのは「第１５条第６項各号」と、第７項中「第１１条」とあるのは「第１１

条の１５」と読み替えるものとする。  

 第１５条の２の４を第１５条の２の５とし、第１５条の２の３の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額） 

第１５条の２の４ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前で

ある被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険

者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１１条の１５の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１５条第６項、第

１５条の２の２第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により読

み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１

０項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る

当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額す

るものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を

控除して得た額とする。  

２ 第１１条の１５第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、

第１１条の１５第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条の２、第１１条の６、第１１条の１２から第１１条の１６まで及

び第１４条から第１５条の２の４までの規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

（令和８年３月１６日掲示済） 
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和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第４号 

   和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 和歌山市介護保険条例（平成１２年条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条の１１第１項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得」を「給与所得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得をい

う。次条及び附則第２条の１３において同じ。）」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第２条の１２ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者

を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者（

同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。

）に限る。以下この条において同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第９条第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第

１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アの規定の適用については、同条第

６号ア中「（政令」とあるのは「をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する

給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計

算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５０，０００円を控除し

て得た額を加えた額によるものとし、政令」と、「得た額（」とあるのは「得た額とし、」と、「

零とする。））をいう」とあるのは「零とする」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等

の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限る。）の令和８年度に

おける保険料率の算定についての第９条第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、

第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アの規定の適用については、同条第６号ア中「

（政令」とあるのは「をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額

に１００，０００円を加えた額によるものとし、政令」と、「得た額（」とあるのは「得た額とし、

」と、「零とする。））をいう」とあるのは「零とする」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等

の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者に限る。）の令和８年

度における保険料率の算定についての第９条第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア及び第１４号アの規定の適用については、同条第６号ア

中「（政令」とあるのは「をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所

得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した

金額に６５０，０００円から令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）による改正前の所得税法

別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与
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等の金額を控除して得た額を控除して得た額を加えた額によるものとし、政令」と、「得た額（」

とあるのは「得た額とし、」と、「零とする。））をいう」とあるのは「零とする」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第２条の１３ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第９条の規定の適用

については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げ

る者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該

当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（１）令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦課期日にお

いて本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村

民税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により本市の住

民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

（２）地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法の規定によ

る市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当す

るもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、かつ、

１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金

額から５５０，０００円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満であり、

かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以

下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満であ

り、かつ、１，３５０，０００円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５０，００

０円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正す

る法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表

第５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の

給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

（３）地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法の規定によ

る市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当す

るもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満であり、かつ、

和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第２６条第３項で定める金額から同年の合計所得

金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除して得た額

以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満であり、

かつ、和歌山市税条例第２６条第３項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満であ

り、かつ、和歌山市税条例第２６条第３項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５０，０００円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表

第５の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除
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後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第９条の規定の適用については、

当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者の

いずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税

が課されている者とみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に

関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第５号 

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活 

支援事業に関する条例の一部を改正する条例 

和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に

関する条例（平成１８年条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１自立生活支援用具の部盲人用はかりの項中「盲人用はかり」を「視覚障害者用はかり」に

改め、同表在宅療養等支援用具の部電気式たん吸引器の項中「５６，４００円」を「６２，０００円

」に改め、同部盲人用体温計（音声式）の項中「盲人用体温計（音声式）」を「視覚障害者用体温計

（音声式）」に改め、同部盲人用体重計の項中「盲人用体重計」を「視覚障害者用体重計」に改め、

同部盲人用血圧計の項中「盲人用血圧計」を「視覚障害者用血圧計」に改め、同表情報・意思疎通支

援用具の部視覚障害者用読書器の項中「１９８，０００円」を「２４８，０００円」に改め、同部盲

人用時計の項中「盲人用時計」を「視覚障害者用時計」に、「１３，３００円」を「１３，９００円

」に改め、同表排せつ管理支援用具の部ストーマ装具（尿路系）の項中「１１，６００円」を「１２，

４３０円」に改め、同部ストーマ装具（消化器系）の項中「８，８５０円」を「９，４６０円」に改

める。 

別表第３備考以外の部分を次のように改める。 

別表第３（第６条関係） 

地域活動支援センター事業 

 第１ 身体障害者デイサービス型 

（１）単独型（基本型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ ３７２単位 

区分２ ３４４単位 

区分３ ３１８単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ ６２２単位 

区分２ ５７５単位 

区分３ ５３０単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ８０７単位 

区分２ ７４８単位 

区分３ ６８９単位 

（２）単独型（作業中心型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ １６６単位 
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区分２ １４３単位 

区分３ １２２単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ ２７６単位 

区分２ ２３９単位 

区分３ ２０５単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ３５９単位 

区分２ ３１３単位 

区分３ ２６５単位 

（３）併設型（基本型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ ２９９単位 

区分２ ２７２単位 

区分３ ２４４単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ ４９８単位 

区分２ ４５２単位 

区分３ ４０８単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ６４８単位 

区分２ ５８９単位 

区分３ ５３０単位 

（４）併設型（作業中心型） 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ ９２単位 

区分２ ７１単位 

区分３ ４８単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ １５４単位 

区分２ １１７単位 

区分３ ８２単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ２０１単位 

区分２ １５３単位 

区分３ １０６単位 

第２ 知的障害者デイサービス型 

（１）単独型 

ア 所要時間４時間未満 
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区分１ ３０７単位 

区分２ ２７５単位 

区分３ ２４３単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ ５１３単位 

区分２ ４５９単位 

区分３ ４０６単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ６６６単位 

区分２ ５９７単位 

区分３ ５２７単位 

（２）併設型 

ア 所要時間４時間未満 

区分１ ２３３単位 

区分２ ２０１単位 

区分３ １６９単位 

イ 所要時間４時間以上６時間未満 

区分１ ３９０単位 

区分２ ３３５単位 

区分３ ２８２単位 

ウ 所要時間６時間以上 

区分１ ５０７単位 

区分２ ４３７単位 

区分３ ３６８単位 

 別表第３備考４中「４２単位」を「４５単位」に改め、同表備考５中「４０単位」を「４３単位」

に改め、同表備考６中「５４単位」を「５８単位」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後に決定する和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係

る地域生活支援事業に関する条例（次項において「地域生活支援事業条例」という。）第２条

第７号に掲げる事業に係る給付について適用し、施行日前に決定した同号に掲げる事業に係る

給付については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の別表第３の規定は、施行日以後に提供された地域生活支援事業条例第２

条第１０号に掲げる事業に係るサービスに関する費用の給付について適用し、施行日前に提供され

た同号に掲げる事業に係るサービスの提供に関する費用の給付については、なお従前の例による。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第６号 

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例 

和歌山市立保育所条例（昭和３２年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項第１号中「第５号」を「第４号」に改め、同項第２号中「次号から第５号まで」を「

次号及び第４号」に、「１５０円」を「１００円」に改め、同項第３号中「及び第５号」を削り、「

９０円」を「１００円」に改め、同項第４号を削り、同項第５号を同項第４号とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市条例第７号 

和歌山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の３において準用

する同法第４６条第３項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるも

のとする。 

（特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準） 

第２条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条から第６条までに定めるもののほか、

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第９５号。以下「府令」という。

）の規定（第１条を除く。）による基準をもって、その基準とする。 

（人権擁護） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者（府令第２条第１項に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。

以下同じ。）は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権

を擁護するため、特定乳児等通園支援事業所（府令第２条第４項に規定する特定乳児等通園支援事

業所をいう。以下同じ。）ごとに人権擁護推進員を置かなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。 

（災害対策） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、非常災害対策を推進するため、特定乳児等通園支援事業所ご

とに災害対策推進員を置かなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない。 

（安全管理対策推進員の配置） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校

就学前子どもの安全管理対策を推進するため、特定乳児等通園支援事業所ごとに安全管理対策推進

員を置かなければならない。 

（食育推進員の配置） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により

行う場合を含む。）においては、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学

前子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長を図るため、特定乳児等通園支援事業所ごと

に食育推進員を置かなければならない。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第８号 

   和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

和歌山市中央卸売市場業務条例（昭和４９年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項に定める取扱品目に食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事

業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第５９号。以下「食品等持続

的供給法」という。）第４２条第１項に規定する指定飲食料品等が含まれるときは、インターネッ

トの利用その他の適切な方法により、当該指定飲食料品等を公表するものとする。 

 第７条第２項及び第１９条第２項中「第４条」を「第４条第１項」に改める。 

 第５４条に次の１項を加える。 

３ 市長は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

（１）第４条第２項の規定により公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１

項第１号に規定する指標 

（２）食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容 

 別表第２卸売業者市場使用料の部青果部の款中「１２６円」を「２９６円」に改め、同表低温売場

使用料の項を削り、同表仲卸業者市場使用料の部を次のように改める。 

仲卸業者市場使

用料 

取扱高と平均取扱高が同額となる場合

又は取扱高が平均取扱高を下回る場合 

取扱高の１，０００分の３に相当する

額にその１０パーセントに相当する額

を加えた額及び仲卸売場面積１平方メ

ートルにつき月額１，９６４円 

取扱高が平均取扱高を上回る場合 

差額取扱高の１，０００分の２に相当

する額と平均取扱高の１，０００分の

３に相当する額との合計額にその１０

パーセントに相当する額を加えた額及

び仲卸売場面積１平方メートルにつき

月額１，９６４円 

 別表第２事務所使用料の部を次のように改める。 

事務所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 

１，４１４円 

 別表第２倉庫使用料の項及び買荷保管所使用料の項を削り、同表買荷保管積込所使用料の項及び加

工所使用料の部を次のように改める。 

買荷保管積込所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額  
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 １，８０９円 

加工所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月 

 額 １，０２９円 

 別表第２近郊そ菜売場使用料の項及び福利厚生施設使用料の項を削る。 

 附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２卸売業者市場使用料の項から土地使用料の項までの規定は、こ

の条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。  

（令和８年３月１６日掲示済）



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－21－ 

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第９号 

   和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例の一部を改正する条例 

 和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例（令和４年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 題名を次のように改める。 

   和歌山市地域まちづくり施設大規模修繕等基金条例 

 第１条中「旧四箇郷保育所が」を「地域まちづくり施設（次の表に掲げる施設をいう。）が」に、

「和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金」を「和歌山市地域まちづくり施設大規模修繕等基金」

に改め、同条に次の表を加える。 

施設名 所在 

和歌山市旧四箇郷保育所 和歌山市加納１８１番地の５ 

和歌山市旧中之島保育所 和歌山市中之島１４９６番地 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により基金を処分する場合において、大規模修繕等を要する施設に係る寄附金として

積み立てられた額及び当該施設に係る寄附金に関する運用益金の合計額を超えて処分してはならな

い。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１０号 

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

和歌山市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成４年条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項の表中「特定用途に」を「特定用途（共同住宅を除く。）に」に、「非特定用途」を

「共同住宅及び非特定用途」に改める。 

第５条中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１１号 

   和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 和歌山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし書中「１４，５

００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「、第１号に該当する扶養親族については１人

につき１００円を」を削り、「第２号」を「第１号」に、「３８３円」を「４３３円」に、「第３号

」を「第２号」に、「第６号」を「第５号」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第

３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を「１４，１７０円」に、

「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「１１，３００円」を「１１，６７０円」に、「１２，

１００円」を「１２，５００円」に、「９，７００円」を「１０，０００円」に、「１０，５００円

」を「１０，８４０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）第５

条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた新条

例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由

の生じた同日以後の期間に係る新条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定

する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）

について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日

前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市条例第１２号 

   和歌山市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 和歌山市公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市立市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

令和８年３月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１０号  

   和歌山市立市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 和歌山市立市民スポーツ広場条例の一部を改正する条例（令和７年条例第１３号）の施行期日は、

令和８年３月１７日とする。 

（令和８年３月１２日掲示済）
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和歌山市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第１１号 

和歌山市火災予防規則の一部を改正する規則 

和歌山市火災予防規則（昭和３７年規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第１号中「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」

を「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」に改め、同項第５号中「道

路工事又は占用届出書」を「道路工事届出書」に改め、同項第６号中「露店等開設届出書」を「露店

等の開設届出書」に改める。 

第１５条第１項中「少量危険物等貯蔵・取扱届出書」を「少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届出

書」に改め、同条第３項中「少量危険物等貯蔵・取扱廃止届出書」を「少量危険物・指定可燃物貯蔵

・取扱廃止届出書」に改める。 

第１０号様式から第１０号様式の６までを次のように改める。 
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第１０号様式（第１３条関係） 

火災とまぎらわしい煙又は火炎 

を発するおそれのある行為の 
届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

発 生 予 定 日 時 

自 

至 

発 生 場 所  

燃 焼 物 品 名 及 び 

数 量 
 

目 的  

そ の 他 

必 要 な 事 項 
 

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 発生予定日時を変更したときは、その旨を連絡すること。 

４ その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。 

５ ※印の欄は、記入しないこと。 
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第１０号様式の２（第１３条関係） 

煙 火  
打 上 げ 

仕 掛 け 
届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

打 上 げ 

仕 掛 け 
 予 定 日 時 

自 

至 

打 上 げ 

仕 掛 け 
 場 所  

周 囲 の 状 況  

煙 火 の 種 類 

及 び 数 量 
 

目 的  

そ の 他 

必 要 な 事 項 
 

打 上 げ 

仕 掛 け 
に 直 接 

 

従事する責任者の氏名 

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

４ その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。 

５ 打上げ、仕掛けの場所の略図を添付すること。 
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第１０号様式の３（第１３条関係） 

催 物 開 催 届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

防 火

対 象

物 

所 在 地  

名 称  本 来 の 用 途  

使

用

箇

所 

位       置 面       積 客 席 の 構 造 

 ㎡  

消防用設備等又は特殊 

消 防 用 設 備 等 の 概 要 
 

使 用 目 的  

使 用 期 間  開 催 時 間  

収 容 人 員 名  
避難誘導及び消火活 

動に従事できる人員 
 

防 火 管 理 者 氏 名  

そ の 他 必 要 な 事 項  

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

４ 使用する防火対象物の略図を添付すること。 
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第１０号様式の４（第１３条関係） 

水 道 
断 

減 
水 届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

断 

減 
水 予 定 日 時 

自 

至 

断 

減 
水 区 域  

工 事 場 所  

理 由  

現 場 責 任 者 氏 名  

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人又は組合にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

４ 断水区域又は減水区域の略図を添付すること。 
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第１０号様式の５（第１３条関係） 

道 路 工 事 届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

工 事 予 定 日 時 

自 

至 

路 線 及 び 箇 所  

工 事 内 容  

現 場 責 任 者 氏 名  

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 期間を変更したときは、その旨を連絡すること。 

４ 該当する□には、レ印を記入すること。 

５ ※印の欄は、記入しないこと。 

６ 工事又は占用を行う区域の略図を添付すること。 
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第１０号様式の６（第１３条関係） 

露 店 等 の 開 設 届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

開 設 期 間 
自 年 月 日 

至 年 月 日 
営 業 時 間 

開始   時   分 

終了   時   分 

開 設 場 所  

催 し の 名 称  

開 設 店 数  
消 火 器 の 

設 置 本 数 
 

現場責 任者 氏名 
 

（電 話   －   －    ） 

※受 付 欄 ※経 過 欄 

  

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入

すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

４ 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。 
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第１２号様式及び第１２号様式の２を次のように改める。 
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第１２号様式（第１５条関係） 

少量危険物 

指定可燃物 

貯 蔵 

取扱い 
届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

貯 蔵 又 は 取 扱 い 

の 場 所 

所 在 地  

名 称  

類 、 品 名 及 び 

最 大 数 量 

類 品 名 最 大 貯 蔵 数 量 
一  日  最  大 

取  扱  数  量 

    

貯 蔵 又 は 取 扱 方 法 

の 概 要 
 

貯 蔵 又 は 取 扱 場 所 

の 位 置 、 構 造 及 び 

設 備 の 概 要 

 

消 防 用 設 備 等 又 は 

特 殊 消 防 用 設 備 等

の 概 要 

 

貯 蔵 又 は 取 扱 い の 

開 始 予 定 期 日 又 は 

期 間 

 

そ の 他 

必 要 な 事 項 
 

※  受付欄 ※  経過欄 
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備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

４ 使用する防火対象物の略図を添付すること。 
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第１２号様式の２（第１５条関係） 

少量危険物 

指定可燃物 

貯 蔵 

取扱い 
廃 止 届 出 書 

年  月  日 

（宛先）和歌山市  消防署長 

届出者 

住所         

 

 

（電 話   －   －    ） 

氏名 

 

貯 蔵 又 は 取 扱 い 

の 場 所 

所 在 地  

名 称  

類 、 品 名 及 び 

最 大 数 量 

類 品 名 最 大 貯 蔵 数 量 
一 日 最 大 

取 扱 数 量 

    

貯蔵又は取扱方法 

の 概 要 
 

貯蔵又は取扱場所 

の位置、構造及び 

設 備 の 概 要 

 

消防用設備等又は 

特殊消防用設備等 

の 概 要 

 

廃 止 年 月 日        年     月     日 

廃 止 理 由  

※受付欄 ※経過欄 
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備考 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 
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附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の和歌山市火災予防規則の様式による用紙は、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

（令和８年３月１６日掲示済）
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和歌山市告示第５７号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和８年３月３日 

和歌山市長   尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和７年度 介護保険料納入通知書 

介護保険料納入通知書（特別徴収） 

令和７年度第９期の納期は、 

令和８年３月１３日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和８年３月３日掲示済）
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和歌山市告示第５８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和８年３月４日掲示済） 
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和歌山市告示第５９号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設の設置許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和８年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 申請の概要 

（１）申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   明友産業株式会社 和歌山工場 

   工場長 西口 忠晴 

（２）工場又は事業場の名称及び所在地 

   明友産業株式会社 和歌山工場 

   和歌山市小雑賀３丁目４番７１号 

（３）特定施設の種類 

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第４６号ニに掲げる廃ガス洗浄施設 

（４）特定施設に関する事項 

   新たに特定施設を設置する。別表第１のとおり 

（５）汚水等の処理に関する事項 

   別表第２のとおり 

（６）排出水の汚染状態及び量 

   別表第３及び別表第４のとおり 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１）期間 

   令和８年３月５日から令和８年３月２６日まで 

（２）場所 

   和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所６階 和歌山市市民環境局環境部環境政策課 

 

別表第１ 特定施設に関する事項 

区分 新設 

特定施設番号及び名称 第４６号ニ 廃ガス洗浄施設 

構造 排ガス洗浄 

能力 4 m3/min 

１日当たりの使用時間 1時間 

8zika 

無し 

使用の季節的変動の有無 発煙硫酸納入時 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

項目 
通常 最大 

ｐＨ 6.2 3.7 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 0.7 1.3 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 1.8 2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 0.5 0.5 

全窒素（ｍｇ／Ｌ） 0.01 0.03 

全燐（ｍｇ／Ｌ） 0.002 0.002 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３/日） 0.1 0.2 

備考 公共下水へ排除 
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－42－ 

 

 

 

別表第２ 汚水等の処理に関する事項 

区分 既設 

施設名 Mo.8 中和槽 

構造 コンクリート・内面耐酸モルタル 

主要寸法 W4,460×D1,800×H1,500 

能力 9.2 m3 

処理の方式 中和処理 

１日当たりの使用時間 24時間 

使用の季節的変動の有無 なし 

汚

水

等

の

汚

染

状

態 

区分 

 

項目 

通常 最大 

処理前 処理後 処理前 処理後 

ｐＨ 7.3 7.3 1 6.0～8.0 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 100 100 200 200 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 30 30 50 50 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 10 10 18 18 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 0.37 0.37 2.30 2.30 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.51 0.51 0.51 0.51 

汚水等の１日当たりの量（ｍ３

） 
221 221 291 291 

 

 

別表第３ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

No.1排出口 No.2排出口 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ 7.3 6.0～8.0 7 7 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 100 200 1 3 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 30 50 1 1.2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 10 18 0.5 0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） 0.37 2.3 0.75 1.05 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） 0.51 0.51 0.045 0.054 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
221 291 110 130 

備考 工程排水(下水道に排除) 冷却水(和歌川に放流) 

 



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－43－ 

 

 

別表第４ 排出水の汚染状態及び量 

排

出

水

の

汚

染

状

態 

           区分 

 

 

項目 

No.3排出口 No.4排出口 

通常 最大 通常 最大 

ｐＨ － － 7 7 

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） － － 1 3 

ＣＯＤ（ｍｇ／Ｌ） － － 1 1.2 

ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） － － 0.5 0.5 

Ｔ－Ｎ（ｍｇ／Ｌ） － － 0.75 1.05 

Ｔ－Ｐ（ｍｇ／Ｌ） － － 0.045 0.054 

排出水の１日当たりの量（ｍ３

） 
10 10 380 460 

備考 生活排水(下水道に排除) 冷却水(和歌川に放流) 

（令和８年３月５日掲示済） 
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和歌山市告示第６０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年２月２１日及び同月２７日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和８年２月１９日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和８年２月１７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年３月５日掲示済） 
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和歌山市告示第６１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和８年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場及び大新公園 令和８年２月１９日、同月２０日、同月２４日及

び同月２７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和８年３月５日掲示済） 
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和歌山市告示第６２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和８年３月５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和８年３月６日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺

自転車等放置禁止区域 

令和７年１１月２２日及び同月２６日 令和７年１２月４日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年１１月２０日 令和７年１２月５日 

和歌山市内一円市道上及

び無料駐輪場 

令和７年１１月１９日及び同月２８日 令和７年１２月５日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和８年３月５日掲示済）



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－47－ 

和歌山市告示第６３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和８年３月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

 （令和８年３月９日掲示済） 
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－48－ 

和歌山市告示第６４号 

 配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき配当計算書（謄本）は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付

する。 

令和８年３月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

（登載省略） 

（令和８年３月１２日掲示済）
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－49－ 

和歌山市告示第６５号 

  令和８年３月１３日市議会定例会において議決された令和８年度当初予算の要領を、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

    令和８年３月１６日  

 和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和８年３月１６日掲示済） 
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－50－ 

和歌山市告示第６６号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により地籍調査を実施するので、同法第７

条の規定により告示する。  

  令和８年３月１６日  

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 事業計画が定められた年月日  令和８年３月２日 

２ 調査を実施する者の名称    和歌山市 

３ 調査地域           船所の一部 

加納の一部 

松島の一部 

４ 調査期間           令和８年３月２日から令和９年３月３１日まで 

（令和８年３月１６日掲示済） 
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－51－ 

和歌山市告示第６７号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第１１５条の５第２項の規定による事業を廃止す

る旨の届出があったので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０６０１

９１０３２ 

株式会社心和 訪問看護心和 

和歌山市雄松町１丁目

６１番地１ 

訪問看護 

介護予防訪問看

護 

令和８年２月２８日 

３０７０１

１３７７８ 

社会福祉法人樫の木福

祉会 

樫の木ケアステーショ

ン訪問介護 

和歌山市栗栖２７３番

地１６ 

訪問介護 令和８年２月２８日 

  （令和８年３月１６日掲示済） 
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－52－ 

和歌山市告示第６８号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和８年３月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１３７７８ 

社会福祉法人樫の木福

祉会 

樫の木ケアステーション訪

問介護 

和歌山市栗栖２７３番地１

６ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和８年２月２８日 

 

３０７１５

００７５９ 

有限会社優心の郷 サンライズケア優心 

和歌山県有田市糸我町西４

９６－１ 

予防給付型通所

サービス 

令和８年２月２８日 

３０Ａ０１

０００６７ 

合同会社ＨＹＴ タイガー健康くらぶ 

和歌山市粟１４番地４ タ

イガー健康くらぶ 

短時間型通所サ

ービス 

令和８年２月２８日 

                                    （令和８年３月１６日掲示済） 
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－53－ 

和歌山市告示第６９号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４２条の２第１項本文、第４６条第１項、第

５３条第１項本文及び第５４条の２第１項本文による指定をしたので、同法第７８条、第７８条の１１、第８５

条、第１１５条の１０及び第１１５条の２０の規定により次のとおり告示する。 

令和８年３月１６日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１７８４ 

照隅社株式会社 訪問看護Ｒｅ：ＴＡ 

和歌山市神前２３６番地の

１ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和８年３月１日 

３０６０１

９１７９２ 

社会福祉法人樫の木

福祉会 

訪問看護るる 

和歌山市和田７２９番地８ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和８年３月１日 

３０６０１

９１８００ 

株式会社生活応援Ｄ

ｏ 

訪問看護ステーションらい

ふこーる 

和歌山市松江北３丁目５－

１ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和８年３月１日 

３０７０１

１５３５１ 

株式会社Ａ＆Ｃｏ． ケアプランセンターこうざ

き 

和歌山市神前１８２－１ 

居宅介護支援 令和８年３月１日 

３０７０１

１５３６９ 

医療法人藤民病院 ケアプランセンターあきば 

和歌山市塩屋３－６－２ 

居宅介護支援 令和８年３月１日 

３０７０１

１５３７７ 

リトルバード株式会

社 

リトルバード紀三井寺訪問

入浴センター 

和歌山市紀三井寺７４０－

１ 

訪問入浴介護 

介護予防訪問

入浴介護 

令和８年３月１日 

３０７０１

１５３８５ 

株式会社あすなろ あすなろプラン 

和歌山市久保丁２丁目３２

番地 

居宅介護支援 令和８年３月１日 

３０９０１

０１９７７ 

合同会社ＨＹＴ リハビリデイサービスぬく

もり 

和歌山市楠見中１８７－３ 

地域密着型通

所介護 

令和８年３月１日 

３０９０１

０１９８５ 

社会福祉法人安原福

祉会 

あいの里悠々 らいふ 

和歌山市松原３０６番地の

１ 

認知症対応型

共同生活介護 

介護予防認知

症対応型共同

生活介護 

令和８年３月１日 

                                    （令和８年３月１６日掲示済） 
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－54－ 

和歌山市告示第７０号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和８年３月１６日 

                       和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７１８

０１０２５ 

株式会社ｒｅｐｏｓ ヘルパーステーション

みかん 

和歌山県岩出市𠮷田３

１７番地の８ 

予防給付型訪問サ

ービス 

生活支援型訪問サ

ービス 

令和８年３月１日 

３０９０１

０１９７７ 

合同会社ＨＹＴ リハビリデイサービス

ぬくもり 

和歌山市楠見中１８７

－３ 

予防給付型通所サ

ービス 

 

令和８年３月１日 

                                   （令和８年３月１６日掲示済） 
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－55－ 

公告 

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の事業計画を変更したので、

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同

条第９項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和８年３月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 土地区画整理事業の名称 

  和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業 

２ 施行者の名称 

  和歌山市 

３ 施行地区 

  和歌山市黒田の一部 

  和歌山市納定の一部 

  和歌山市吉田の一部 

  和歌山市太田の一部 

４ 事業施行期間 

  昭和５０年１月１７日から令和１０年３月３１日まで 

５ 事務所の所在地 

  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所 

６ 事業計画決定の年月日 

  昭和５０年１月９日 

７ 変更の年月日 

  令和８年２月２０日 

                         （令和８年３月６日掲示済）
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－56－ 

公告 

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の変更事業計画において定

める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しを、土地区画整理法（昭和２９年

法律第１１９号）第５５条第１３項において準用する同条第１０項の規定により公衆

の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１条の２

の規定より、次のとおり公告する。 

  令和８年３月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 縦覧場所 

  和歌山市七番丁２３番地 和歌山市役所都市建設局都市計画部まちなみ景観課内 

２ 縦覧時間 

  和歌山市の休日を定める条例（平成元年１２月２１日条例第６２号）第１条第１

項に規定する市の休日以外の日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

                         （令和８年３月６日掲示済）
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－57－ 

公告 

 

和歌山市都市公園条例（昭和３３年条例第２５号）第１５条の２の規定に基づき、都市公園の区域を次のとお

り変更したので公告する。 

令和８年３月１２日               

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 変更日（供用開始日） 令和８年３月１７日 

２ 名称及び位置 別表のとおり 

３ 区域 別図のとおり 

別 表 

名称 位置 

市民スポーツ広場 和歌山市福島７９６番地 

別 図 

（変更前）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年３月１２日掲示済） 
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－58－ 

公       告 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定により和歌山農業振興地

域整備計画を令和８年３月１２日に変更したので、同条第４項において準用する同法第１２条の規定により公告

し、当該変更後の和歌山農業振興地域整備計画を和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供す

る。 

   令和８年３月１２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓   

（令和８年３月１２日掲示済）
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－59－ 

和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月９日 

                             和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司 

和歌山市教育委員会規則第１号 

   和歌山市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市コミュニティセンター条例施行規則（平成３年教育委員会規則第２１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３項のただし書を削る。 

 第２条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 電子申請を用いた場合における前項の規定の適用については、同項中「休館日以外の日の９時か

ら１９時３０分まで」とあるのは、「１２月２９日から翌年１月３日までを除く日の９時から２１

時まで」とする。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

                               （令和８年３月９日掲示済） 
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－60－ 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和８年３月５日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和８年３月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（２） 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

（３） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（４） 事業計画変更申請に対する意見について 

（５） 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（６） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（７） 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

（８） 非農地通知について 

                                 （令和８年３月５日掲示済） 
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－61－ 

和歌山市企業局告示第１０号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事事

業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２

７条第２号の規定により告示する。 

令和８年３月６日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市小雑賀６４８番地

６ 

アビコ設備 

代表者 安彦 勝利 

アビコ設備 和歌山市小雑賀６

４８番地６ 

 

平成１３年７月２

３日 

第３２７号 

和歌山市松江北４丁目４番

１４号 

金岡設備 

代表者 金岡 展也 

金岡設備 

 

和歌山市松江北４

丁目４番１４号 

平成１３年６月２

５日 

第３２２号 

和歌山県海草郡紀美野町下

佐々２５０番地１ 

Ｔ・Ｙ設備 

代表者 雪野 哲五 

Ｔ・Ｙ設備 

 

和歌山県海草郡紀

美野町下佐々２５

０番地１ 

 

平成１２年１２月

１１日 

第３０６号 

和歌山市鳴神７５７番地３

０ 

株式会社藤宗設備 

代表取締役 藤宗 隆士 

株式会社藤宗設

備 

和歌山市鳴神７５

７番地３０ 

平成１３年５月２

９日 

第３１７号 

和歌山市納定５１番地６０ 

ヤマヨシ電機 

代表者 山本 善隆 

ヤマヨシ電機 

 

和歌山市納定５１

番地６０ 

平成１２年４月１

３日 

第２８４号 

大阪府岸和田市積川町２８

６番地の５ 

株式会社上田設備工業所 

代表取締役 上田 博之 

株式会社上田設

備工業所 

大阪府岸和田市積

川町２８６番地の

５ 

平成１３年８月１

６日 

第３３２号 

和歌山市園部８４１番地の

１ 

有限会社ミヤモト設備工業 

代表取締役 宮本 晴雄 

有限会社ミヤモ

ト設備工業 

和歌山市園部８４

１番地の１ 

平成１２年８月４

日 

第２９９号 

（令和８年３月６日掲示済） 



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－62－ 

和歌山市企業局告示第１１号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により代表者氏名の変更の届出

があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和８年３月１０日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第５８４号 

変 更 年 月 日  令和８年２月２５日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名  株式会社宮井組 

営 業 所 所 在 地  和歌山市作事丁１３番地 

代 表 者 氏 名  代表取締役 宮井 俊明 代表取締役 山田 啓之 

                                    （令和８年３月１０日掲示済） 



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－63－ 

和歌山市企業局告示第１２号 

 和歌山市排水設備等指定工事店条例（平成１３年条例第２６号）第９条の規定により代表者氏名の変更の届出

があったので、同条例第１８条第６号の規定により告示する。 

令和８年３月１０日 

                       和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

 

指 定 番 号 第９４３号 

変 更 年 月 日  令和８年２月２５日 

 

 変 更 前 変 更 後 

指 定 工 事 店 名  泉鋼管工事株式会社 和歌山本店 

営 業 所 所 在 地  和歌山市次郎丸３０番地 

代 表 者 氏 名  代表取締役 泉 寛 代表取締役 泉 匡 

                                    （令和８年３月１０日掲示済） 



       

 和歌山市公報（第１８１９号）  令和８年（２０２６年）３月１６日 

 

－64－ 

公 告 

 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条の２第２項の規定により、和歌山市公共下水

道全体計画区域における雨水出水浸水想定区域を指定し、当該区域が浸水した場合に想定され

る水深を定めた。 

 なお、その関係図面は、和歌山市企業局下水道部下水道企画建設課に備え置いて縦覧に供す

る。 

令和８年３月１１日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男  

                       （令和８年３月１１日掲示済） 

 


